様式第６号（その２）
共同事業体（コンソーシアム）協定書

　○○株式会社（以下「代表者」という。）及び△△株式会社ほか各構成員（以下「構成員」という。）は、「大分市書かないワンストップ窓口導入に伴う本庁舎１階窓口等環境整備業務委託」に係る公募型プロポーザルに参加するため、共同事業体（コンソーシアム）を結成し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条　本協定は、「大分市書かないワンストップ窓口導入に伴う本庁舎１階窓口等環境整備業務委託」に係る公募型プロポーザルへの参加及び受託した場合の業務を共同して実施することを目的とする。

（名称）

第２条　本共同事業体の名称は、「○○○○共同事業体（コンソーシアム）」と称する。

（構成員）

第３条　本共同事業体の構成員は、次のとおりとする。

　(1) 代表者

　　　所在地

　　　商号又は名称

　　　代表者職氏名

　(2) 構成員

　　　所在地
　　　商号又は名称

　　　代表者職氏名

　※構成員が複数となる場合は適宜追加する。

（代表者）

第４条　代表者は、本共同事業体を代表し、大分市との連絡調整、各種手続、提出書類の作成及び提出、契約締結その他必要な事務を行うものとする。
（役割分担）

第５条　各構成員の担当業務及び責任範囲は、次のとおりとする。

	構成員
	担当業務
	主な業務内容
	責任範囲

	(1)代表者
	全体統括
	工程管理・市との調整
	業務全体

	(2)構成員
	木製品製作
	家具製作・設置
	担当業務


　※担当業務、主な業務内容及び責任範囲は、本共同事業体における実際の役割分担に応じて記載すること。なお、表中の記載内容は例示である。
　※記載例）

　全体統括、窓口レイアウト設計、建築・内装工事、木製品・竹材製品製作、電気設備工事

　ネットワーク配線工事、施工管理、工程管理　等
（構成員の責任）

第６条　各構成員は、前条に定める担当業務について、それぞれ責任をもって履行するものとする。
２　代表者は、本市に対して本共同事業体を代表し、構成員と連携して本業務を適正に履行する責任を負うものとする。
（協力）

第７条　構成員は、本業務を円滑に実施するため、相互に連携し、誠実に協力するものとする。
（構成員の変更）

第８条　代表者及び構成員は、本市が特に認める場合を除き、本協定締結後は変更してはならない。
２　構成員は、本市が特に認める場合を除き、本協定締結後は脱退してはならない。
（有効期間）

第９条　本協定の有効期間は、本協定締結の日から、本業務に係る契約上の一切の権利義務が終了する日までとする。

（協議）

第１０条　本協定に定めのない事項又は本協定の解釈について疑義が生じた場合は、構成員が誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
　本協定締結の証として、本書○通を作成し、各構成員が記名押印のうえ、各自１通を保有する。

　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　【代表者】

住　　　　所
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　【構成員】

住　　　　所
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　印

（構成員が複数となる場合は適宜追加する。）
